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第第第第    ６６６６    回回回回    第第第第    １１１１    農農農農    地地地地    部部部部    会会会会    議議議議    事事事事    録録録録    

 

日      時  平成２７年６月１９日（木）午前１０時００分 

 

場      所  津市香良洲公民館 ２階 研修室 
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           6 赤塚
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22 中 林
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 長 一
ちょういち

・23 平井
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以上１５名 

 

欠 席 委 員    7 伊藤
い と う

 征一
せいいち

  ・48 前川
まえかわ

 正
まさ

次
つぐ

 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長職務代理者 杉谷 正美 

 

事 務 局 職 員  奥野事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：服部主査 美里 ：小林主幹    安濃：北角担当主幹 

          芸濃：清水主査 香良洲：中山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  ４３ 後藤
ご と う

 勝
かつ

・１３ 丹羽
に わ

 芳
よし

久
ひさ

 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出受理取消願について 

                          （所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 報告第７号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 報告第８号 時効取得による所有権の移転について 

 報告第９号 農業生産法人の定期報告について 
 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 
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                          （農業委員会許可・使用貸借） 

 議案第６号 非農地証明願について 

 議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農地利用集積計画の 

       決定について（別冊） 
 

 

議   事   の   大   要 

 

 

議  長   伊藤部会長の都合が悪くて、私が進行させていただきますので、ご了承お願

いしたいと思います。 

       本日は第６回の第１農地部会、公私何かとお忙しい中、ご出席を賜りありが

とうございます。 

       それでは、第６回第１農地部会を開催させていただきます。 

       本日の欠席は２名で、出席委員は１５名でございます。欠席者は７番・伊藤

委員と４８番・前川委員でございます。 

       それでは、議事録署名者を私のほうから指名させていただきますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

       ４３番・後藤委員、１３番・丹羽委員、よろしくお願いをいたします。 

       まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から第９号ま

で、一括して事務局の報告をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

       番号１から５で、合計で件数は５件、全て田で面積が１０，９３８㎡でござ

います。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

       ２ページから４ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から７で、４ページになります。合計で件数は７件、面積は 

１９，１０８㎡で、その内訳としまして、田が１４，０２３㎡、畑が 

５，０８５㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が山林になっているところにつきましては、無断転用の可能

性がありますので、届出人に対して指導をしております。 

       ５ページ、６ページをお願いいたします。 

       報告第３号農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から番号３は、共同住宅用地。番号４は集合住宅用地。番号５から６

ページの番号８までは水路用地ということです。件数はこの８件で、面積は

３，１６６．０１㎡。このうち田が１，４５２．０１㎡、畑が１，７１４㎡で

ございます。 

       続きまして、７ページをお願いいたします。 
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       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出受理取消願につい

て（所有権移転）でございます。 

       番号１、平成２５年７月５日に転用目的が「一般個人住宅用地」ということ

で受理をさせていただいた案件ですが、受人に変更が生じたということで、受

理のほうは取消をさせていただきました。件数はこの１件で、面積は、田で 

２８０㎡でございます。 

       ８ページ、９ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

      番号１、太陽光発電施設用地、番号２、番号３、一般個人住宅用地、       

番号４、資材置場用地、番号５、駐車場用地、番号６、事務所兼倉庫及び土木

建設機械置場、番号７、庭用地です。 

以上、件数は７件で、合計面積は１０，２５８.５１㎡、この内訳は田が 

９，３００.５１㎡、畑が９５８㎡でございます。 

       １０ページをお願いいたします。 

       報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）でございます。 

       番号１は、事務所兼倉庫及び土木建設機械置場の１件で、合計面積は田で

１，０１１㎡でございます。 

       １１ページをお願いいたします。 

       報告第７号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

       番号１、番号２は、いずれも一般個人住宅用地。件数はこの２件で、合計面

積は８１３．４４㎡、このうち田が５５５．４４㎡、畑が２５８㎡でございま

す。 

       １２ページをお願いいたします。 

       報告第８号 時効取得による所有権の移転についてでございます。 

       番号１、権利者     、申請地 面積、畑で１９㎡、取得年月日が昭和

４４年９月１０日でございます。 

       権利者は、当該土地を２０年以上にわたり自己の宅地の一部として利用して

おり、時効取得が完成しております。なお、宅地として利用されておりますこ

とから、転用の申請をするように届出人に対して指導をしております。 

       件数はこの１件でございます。 

       １３ページをお願いいたします。 

       報告第９号 農業生産法人の定期報告についてでございます。 

       番号１、株式会社    、主たる耕作物は野菜、耕作面積は、畑で１．７

ha。この１件で、組織形態要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件の

全てを満たしているものと判断されます。 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局より報告があったとおりでございますの

で、よろしくお願いをいたします。 

       それでは、議案事項に入らせていただきます。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）、事務局の説明をお願いいたします。 
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事 務 局   それでは、１４ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

      番号１、地区 黒田、受人     、面積 １０，８４０㎡、渡

人     、面積 ４，３６３㎡、申請地 河芸町南黒田井尻    、台

帳地目・現況地目とも畑、面積 １６１㎡です。 

       これにつきましては、受人は、耕作に便利であることから、渡人に要望して

申請地を譲り受けるものです。 

       番号２、地区 椋本、受人     、面積 ２０，０９６.４㎡、渡

人     、面積 ２，９２７㎡、申請地 芸濃町椋本冨家    、台帳

地目・現況地目とも畑、面積 ２，７５４㎡外１筆、合計面積 ２，９２７㎡

です。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため離農する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

       番号３、地区 明、受人     、面積 ９，８８１.８７㎡、渡

人     、面積 １６，１６２㎡、申請地 芸濃町中縄下興    、台

帳地目・現況地目とも田、面積 １９２㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足で営農を縮小する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

       番号４、地区 安濃、受人     、面積 ２０，３００㎡、渡

人     、面積 ５４１㎡、申請地 安濃町太田大クド    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 ２７４㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

       以上、件数は４件で、合計面積は３，５５４㎡、この内訳は田が４６６㎡、

畑が３，０８８㎡でございます。 

       いずれの案件も、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、

地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意

見をお伺いいたします。 

       １番、黒田。 

 

丹羽委員   １３番、丹羽です。受人の近くにあり耕作が便利だということで何ら問題な

いと思います。ご承認よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ２番、椋本。 

 

田中委員   １６番、田中です。沢山農業していまして、何ら問題がございませんので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ３番、明。 

私です。事務局の説明どおり、何ら問題がないと思います。よろしくお願い
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いたします。 

       ４番、安濃。 

 

中林委員   ２２番、中林。ただいまの事務局の説明どおりでございまして、許可するこ

とに異議はございません。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言がござい

ました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第１号については

許可することに決定いたします。 

       次に、議案第２号 農地法第４条の第１項の規定による許可申請について

（農業委員会許可）を議題といたします。事務局、説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１５ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

番号１は、地区 雲出、申請者     、申請地 雲出伊倉津町高

峯    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３４１㎡です。 

これにつきましては、申請地を分家の一般個人住宅用地とするものです。       

農地区分は、第１種農地と判断されます。 

番号２、地区 大里、申請者     、申請地 大里山室町西川

原    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ２５㎡外３筆で合計面積 

１６９㎡です。 

これにつきましては、申請地を分家の一般個人住宅用地とするものですが、

昭和５６年ごろから隣接宅地と一体で利用されておりまして、始末書の提出が

ありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

番号３、地区 高野尾、申請者     、申請地 高野尾町東豊久

野    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ６５１㎡の内３０６㎡。 

これにつきましては、昭和５５年ごろから申請地を分家の一般個人住宅用地

及び倉庫用地として利用しており、始末書の提出がありますことから追認しよ

うとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 上野、申請者     、申請地 河芸町久知野橋

爪    、台帳地目・現況地目とも田で、面積 ７５８㎡。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は、３２６．４㎡で、全体面積の４３％に当たります。農地区分は、

第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 上野、申請者     、申請地 河芸町西千里走り

下    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ９６㎡。 

これにつきましては、申請地を建設が予定されておりますコンビニエンスス

トアのための貸し駐車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

番号６、地区 上野、申請者     、申請地 河芸町西千里走り
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下    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ４１８㎡外１筆、合計面積

が８８１㎡。 

これにつきましても先ほどの番号５と同様に、建設が予定されておりますコ

ンビニエンスストアのための貸し駐車場用地とするものです。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

以上、件数は６件、合計面積は２，５５１㎡、この内訳は、田が１，７３５

㎡、畑が８１６㎡でございます。 

いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件の全

てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご

意見をお伺いいたします。 

       １番、雲出。 

 

大田委員   ９番、大田です。１２日に委員、事務局と現地視察をしてまいりました。少

し盛土がしてありましたが、工事を中止されておりまして、今、事務局の説明

通り、分家すのでよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長   ２番、大里。３番、高野尾。 

 

赤塚委員   ６番、赤塚です。部会長の欠席により、２番大里、３番高野尾を報告させて

いただきます。 

       ２番の件につきましては、１５日に北部の委員、事務局で現地確認いたしま

した。 

現在も宅地で家が建っていまして、始末書も出ていることから問題ないとい

うことでよろしくお願いします。 

       ３番も同様に、昭和５６年に倉庫を建てて、始末書も出ていることから問題

ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ４番、５番、６番、上野。 

 

前田委員   １４番、前田です。ただいまの事務局の説明どおりでございまして、問題な

いかと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言がござい

ました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第２号については

許可することに決定をいたします。 

       次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・所有権移転）を議題といたします。事務局の説明をお願いいた
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します。 

 

事 務 局   それでは、１６ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 雲出、受人     、渡人     、申請地 雲出島貫

町川端    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 １４６㎡外１筆で

合計面積 ２３５㎡です。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、分家の一般個人

住宅用地とするものですが、昭和５９年ごろ既に住宅が建築されておりまし

て、渡人から始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農

地区分は、第２種農地と判断されます。    

番号２、地区 大里、受人     、渡人     、申請地 大里窪田

町堂垣内    、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積 １３２㎡外１筆

で、合計面積 １５２㎡。 

       これにつきましては、受人は渡人から申請地を譲り受け、進入路及び庭用地

とするものですが、昭和４２年４月ごろから、この目的で受人が既に転用して

おりまして、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農

地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 安西、受人 有限会社    取締役    、渡人 

    、申請地 芸濃町小野平広垣内    、台帳地目・現況地目とも畑

で、面積 ６９０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。パネル設置面積は３９０㎡で、転用面積の５６．５％に

当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 高宮、受人     、渡人     、申請地 美里町五

百野上之郷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １６㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、隣接住宅への進

入路用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 高宮、受人     、渡人     、申請地 美里町五

百野上之郷    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ３６㎡。 

       これにつきましても先ほどの番号４と同様に、受人は、渡人から申請地を譲

り受け、隣接住宅への進入路用地とするものです。ただ昭和２０年ごろから既

にこの目的で転用されておりまして、渡人のほうから始末書の提出があります

ことから追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

       番号６、地区 草生、受人     、使用借人が有限会社    代表取

締役    、渡人     、申請地 安濃町草生小婦化    、台帳地

目・現況地目とも田で、面積 ８９８㎡外３筆で、合計面積 ２，２４７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、資材置場用地に

して使用借人に貸し付けるものです。 

       申請地のうち    には既に物置が建っておりまして渡人のほうから始末

書が提出されております。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は６件、合計面積は３，３７６㎡、この内訳は、田が２，３９９

㎡、畑が９７７㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、
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許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご

意見をお伺いいたします。 

       １番、雲出。 

 

大田委員   ９番、大田です。１番は、１２日に委員、事務局で視察に行ってまいりまし

た。事務局の説明どおりでございまして、今空き家の状態です。よろしくご審

議お願いします。 

 

議  長   ２番、大里。 

 

赤塚委員   ６番、赤塚です。１５日に現地確認いたしまして、既に進入路として始末書

も出ていることから、何も問題ないということでよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ３番、安西。 

 

田中委員   １６番、田中です。太陽光発電施設用地ということでございますが、過去に

許可され、もう既に現在稼働しておる隣接地へ増設をするということで、、何

ら問題はなかろうと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ４番、５番、高宮。 

 

中川委員   ２０番、中川です。事務局の説明どおり何ら問題はございませんので、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   ６番、草生。 

 

平井委員   ２３番、平井です。１５日に現地確認を行いました。事務局の説明どおり何

ら問題ございませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がございま

した。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第３号については

許可することに決定をいたします。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・賃貸借権）を議題といたします。事務局の説明をお願いいたし

ます。 

 

事 務 局   議案書１７ページから１８ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員
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会許可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区高野尾、借人 株式会社    取締役社長    、貸

人     、申請地 高野尾町大谷    、台帳地目 田、現況地目 

畑、面積 ４３８㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と３年間の賃貸借契約を締結し、申請地

を    建設工事のための現場事務所及び駐車場用地として一時転用をする

ものです。農地区分は、第１種農地と判断されます。 

       番号２、地区 安濃、借人 株式会社    代表取締役    、貸人 

    、申請地 安濃町内多中豊久野    、台帳地目 田、現況地目 

畑、面積 ７００㎡外７筆で、合計面積 ６，００１㎡。 

       これにつきましては、借人は貸人と２０年間の賃貸借契約を締結し、申請地

を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は２，９１８㎡で、転

用面積の４８．６２％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

       番号３、地区 明合、借人     株式会社代表取締役    、貸

人     、申請地 安濃町大塚垣内    、台帳地目・現況地目とも畑

で、面積 ２２１㎡外７筆、１８ページになりますが、合計面積で７６１㎡で

す。 

       これにつきましては、借人は貸人と２０年間の賃貸借契約を締結し、申請地

を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は３９０㎡で、転用面

積の５１％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は３件で、合計面積は７，２００㎡、この内訳は、田が 

６，４３９㎡、畑が７６１㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当をしないた

め、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご

意見をお伺いいたします。 

 

赤塚委員   ６番、赤塚です。既にご承知のとおり、高野尾町で    を建設します

が、この度、建設業者が決まりました。    を建設する為の現場事務所と

いうことで、一時転用することになりましたので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

議  長   ２番、安濃。３番、明合。 

 

中林委員   ２２番、中林。２番、安濃でございますが、事務局の説明がありましたとお

り、太陽光発電施設用地として転用するものであります。１５日に事務局も来

ていただきまして、私ども現地確認をいたしております。何ら問題はございま

せん。 

       ３番、明合でございますが、太陽光発電事業として２０年間の貸借でござい

まして、同じく１５日に現地確認をいたしましたところ、隣地の影響も何らご

ざいませんので、許可すべきであるという判断をいたしましたので、よろしく

お願いいたします。 
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議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

しょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第４号については

許可することに決定をいたします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・使用貸借）についてを議題といたします。事務局の説明をお願

いいたします。 

 

事 務 局   それでは、１９ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 高野尾、借人     、貸人     、申請地 高野尾

町東豊久野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積６５１㎡のうち３４５

㎡です。 

       これにつきましては、借人は、貸人と永年の使用貸借権を設定し、申請地を

分家の一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断され

ます。 

       件数はこの１件で、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

       それでは、地元委員さんのご意見をお伺いいたします。 

       １番、高野尾。 

 

赤塚委員   ６番、赤塚です。この件につきましても、１５日に北部の委員、事務局と現

地確認いたしまして、６５１㎡の内３４５㎡に分家住宅を建てるということ

で、親子関係で問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨のご発言がござ

いました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第５号については

許可することに決定をいたします。 

       次に、議案第６号 非農地証明についてを議題といたします。事務局の説明

をお願いいたします。 

 

事 務 局   ２０ページをお願いします。 

       議案第６号 非農地証明願についてでございます。 

番号１、地区 高茶屋、願出者     、申請地 高茶屋四丁

目    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ６７１㎡です。 
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       これにつきましては、建物の全部事項証明書で昭和３９年１月１０日に申請

地に居宅が建築されていることが確認できます。このことから、申請地は農地

以外の用に供され２０年以上が経過している土地であり、これは、津市農業委

員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、

農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

       番号２、地区 安西、願出者     、申請地 芸濃町萩野大屋垣

内    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １０９㎡。 

       これにつきましては、固定資産課税台帳記載事項証明書で昭和４３年に申請

地に建物が建築されていることが確認できます。このことから、申請地は農地

以外の用に供され、２０年以上が経過している土地であり、これは、津市農業

委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することか

ら、農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

       以上、件数は２件、合計面積は畑で７８０㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

       地元委員さんのご意見をお伺いをいたします。 

 

奥山委員   １０番、奥山です。現地確認したところ、事務局の説明どおりやと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ２番、安西。 

 

田中委員   １６番、田中でございます。確認をしてまいりました。現在、家が建ってま

して、昔でいいます屋敷畑であったであろうということでございます。地元委

員といたしましては、許可してあげるのが妥当だと思いますのでよろしくお願

いいたしたいと思います。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言がござい

ました。皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第６号については

非農地の証明をすることに決定をいたします。 

       次に、別冊でお配りしました議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農用地利用集積計画の決定について、事務局の説明をお願いいた

します。 

 

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画のほうをお願いします。 

       表紙の次のページで、農用地利用集積計画地区別集計表のほうをごらんいた

だきたいと思います。地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       津地区をごらんください。田の賃貸借、使用貸借で７５，５２８.９４㎡、
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畑の賃貸借、使用貸借で５，０２９㎡、契約件数は２２件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借で１，５７９㎡、契約件数は１件でご

ざいます。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借で３，１７４㎡、畑の使用貸借で 

１，７５５㎡、契約件数は３件でございます。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で５，０５１㎡、畑の使用

貸借で１，８４５㎡、契約件数は３件でございます。 

       美里地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１，２６３㎡、契約件数

は２件でございます。 

       香良洲地区につきましては、集積はございませんでした。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて８６，５９５.９４

㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借で８，６２９㎡、合計契約件数は３１件、

合計面積は９５，２２４.９４㎡となっております。 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は津地区が６件、安濃地区１件、合計７件で、

合計面積としまして２４，２８２.９４㎡でございます。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。説明が終わりました。皆さん、いかがでしょう

か。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。異議なしとのことでございます。議案第７号 農業

経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定について

は適正であると認め、市長に進達することにいたします。 

       以上で、本部会に付議されました案件の審議は全て終了をいたしました。 

       以上で、第６回第１農地部会を終了いたします。 

 

 

 

 

                               午前１０時３７分 

 

 

上記は、第６回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２７年６月１９日 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              


